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はしがき 

第１次・第２次地方分権改革では、国と地方の関係を対等・協力の関係に変え

るという理念の下、地域が自らの創意と工夫により課題を解決するための制度

的基盤の構築が図られてきた。 

平成２５年６月に「第３次一括法」、平成２６年５月に「第４次一括法」が成

立し、地方公共団体に対する事務・権限の移譲や義務付け・枠付けの見直し等が

進められてきた。 

さらに、地方の発意に根ざした取組を推進する新たな手法として、個々の地方

公共団体等から地方分権改革に関する提案を広く募集し、それらの提案の実現

に向けて検討を行う「提案募集方式」が平成２６年から導入された。 

「提案募集方式」による地方公共団体等からの提案等を踏まえ、事務・権限の

移譲や義務付け・枠付けの見直し等を一層推進するため、平成２７年６月に「第

５次一括法」が制定された。平成２８年度以降も毎年度、一括法の制定により更

なる事務・権限の移譲や義務付け・枠付けの見直し等が行われ、令和５年６月に

は「第 13次一括法」が成立した。 

このような地方分権に関する種々の改革の進展や課題を視野に入れながら、

地方分権に関する基本問題について先進的かつ実践的な調査研究を実施するた

め、平成１６年度に本研究会を設置し、検討を重ねてきた。令和５年度において

は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の新型コロ

ナウイルス感染症の位置づけが五類感染症へと変更されたこと等を踏まえ、対

面・リモートを併用する形式で研究会を開催しており、本報告書は、その成果を

とりまとめたものである。 

本報告書が、我が国の地方税財政を考える上での一助となれば幸いである。 

なお、本研究会は、一般財団法人全国市町村振興協会と一般財団法人自治総合

センターが共同で実施したものである。
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第１回地方分権に関する基本問題についての調査研究会（神野座長）  

議事概要 

 

【日時】令和５年７月 28 日（水）18:00～20:00 

【出席者（学識委員）】 

神野座長、青木委員、池上委員、宇野委員、関口委員、半谷委員、古市委員、

星野委員、諸富委員 

 

【議事次第】 

１ 開会 

２ 議題 

「ドイツ連邦財政調整における 2020 年改革の影響について」 

「こども・子育て政策と骨太 2023」 

３ 閉会 

【議事概要】 

１．「ドイツ連邦財政調整における 2020 年改革の影響について」  

（１）説明 

発表資料に基づき、半谷委員より説明。 

  

（２）質疑応答 

○ 第一次世界大戦後に、ドイツが初めて財政調整制度を創設した際は、所得

税を引上げたことがきっかけであったと記憶しているが、いつから、また

どのような理由で売上税が財政調整の対象になったのか。 

→ 参考資料資料７．に連邦財政調整制度の主な経緯を記載している。1949

年の制定後、すぐ 1955年に改革が行われており、49年憲法下ではまた財政

調整制度が確立しておらず、所得税の一部を配分するといった内容であっ

たが、55 年にそれが法定された（この時点では所得税と法人税が財源）。 

その後、1969年に売上税が財源に加わったところ。経済成長安定法が制定

された 1966 年頃は、景気が一時的に悪化しており、その際に建設公債の発

行などの財政改革の一環として、財政調整制度への売上税導入が行われて
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いる。 

 

○ ドイツの連邦財政調整は調整の方法等、日本の都区財政調整制度と似てい

るともいえると考える。都区財調制度では、調整税等の東京都と特別区の

共有財源と位置づけ、その一定割合を特別区に交付しているが、その割合

については、現在 55.1％とされているところである。この東京都と特別区

との割合は、調整が難航することがあるが、ドイツの連邦財政調整の場合

は、連邦と州全体との売上げ税収の分割割合をどのような主体がどう調整

しているのか。 

→ ドイツでは連邦財政調整法において連邦・州・市町村の分配率が定められ

ている。連邦法の新規制定や改正によって州の経費負担が増加する場合は、

必ず財源を明示して当該新規制定等を行わなければならず、そのため連邦

と州との収支関係の変動時には連邦財政調整法に規定する分配率を変更す

ることになる（連邦分を縮小。補充交付金の額を修正する場合もある）。2

022 年改正においては、2021 年の洪水対策や児童保育法改正、新型コロナ

に係る青少年対策法制定に関連して、分配率の変更が行われている。 

 

○ 過剰調整の問題について。資料にある 2021 年度と 2019 年度とを比較する

と、調整後の結果として、2021 年度は基本的に都市州以外の順位は調整前

比で変わっていないが、2019 年度においては都市州以外も順位が変わって

いる。つい先日訴訟を提起したというバイエルン州は調整の結果順位が下

に来ているわけであるが、今回の訴訟は過剰調整への問題提起という面も

背景にあるのか。連邦補充交付金は総額の決定方法にもよるとは思うが、

基本的に特別需要に対する交付金であるから、補充交付金による３段階目

の調整の結果、順位が逆転していなければ問題ないのではないのではない

かという気もする。 

→ まず、連邦補充交付金のうち、資料 15 ページにある２つの補充交付金

（「低い州内市町村税収のための特別財政需要連邦補充交付金」及び「研

究助成給付金のための特別財政需要連邦補充交付金」）については、調整

目標値の 99.75%に満たない州にのみ交付されることとなっており、交付に
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より順位を変動させてはならない。一方、資料 16、17 ページにある「構造

的失業のための特別財政需要連邦補充交付金」と「政府運営費用のための

特別財政需要連邦補充交付金」は連邦が制定した法律に定める事務の執行

に要する経費に対する交付金であるため、交付による順位変動が生じると

しても対象州に払ってもよいということになっている。 

  その上で、住民一人当たりの収入額で調整効果を示している資料 26 ペー

ジのグラフでは、東ドイツに位置するチューリンゲンがバイエルンを抜い

ており、実質的に逆転しているが、財務省が作成している 22 ページのグラ

フは調整効果を割合で示しており、バイエルンは抜かれていない。ゆえに、

枠内で調整することが出来ていると説明するのが財務省であるが、学術顧

問団も、州間での物価水準の違いにより、同じだけの支出額であっても物

価水準によって執行できる事業規模が異なるため、これを踏まえても、調

整による実質的な逆転現象が生じているのではという問題提起をしている。 

  憲法上は調整により順位を変えてはならないとなっているが、どの数字に

着目するかにより、順位の変動に関する認識の相違が生じているところ。 

 

２．「こども・子育て政策と骨太 2023」 

発表資料に基づき総務省より説明の後、質疑応答。 
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Plan Do Check Action
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第２回地方分権に関する基本問題についての調査研究会（神野座長）  

議事概要 

 

【日時】令和５年 10 月 25 日（水）18:00～20:00 

【出席者（学識委員）】 

神野座長、青木委員、池上委員、宇野委員、佐藤委員、関口委員、高端委員、

沼尾委員、古市委員 

 

【議事次第】 

１ 開会 

２ 議題 

「DX の推進と自治体行財政」 

「令和４年度普通会計決算の状況と自治体における財政マネジメントの課題」 

３ 閉会 

 

【議事概要】 

１．「DX の推進と自治体行財政」  

（１）説明 

発表資料に基づき、沼尾委員より説明。 

  

（２）質疑応答 

○ 政府主導の DX により、現在自治体において生じているベンダーロックイ

ン問題の解消を図ることができるという話であったが、巨大なベンダーロ

ックインが生じるということにはならないのか。 

→ 却って新たなベンダーロックインが生じるという事態にならないよう、国

のプラットフォーム構築に当たっては、パブリックネスを重視し、特定の

事業者のみではなく一定の条件下で誰もが関われるよう工夫していく必要

があると考える。 
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○ 資料７ページ「４．行政のデジタル化と自治体」において、行政のデジタ

ル化に期待される効果として①～⑤が提示されているが、例えば私の研究

分野である公営企業分野において進められているデジタル化の取組（地域

交通で使用されるアプリの開発やスマートメーターの導入）は、①～⑤の

いずれかに該当するというよりかは、行政のトランスフォーメーションに

よる住民生活の利便性向上といった、より住民レベルでのポジティブな効

果が期待されるものかと思われる。また、それぞれの自治体で①～⑤のい

ずれを期待してデジタル化に取り組んでいるのかということも調査されて

いるのではないかと思うため、その結果も共有していただけるとありがた

い。 

→ まず、後者のご質問については、①（事務手続の合理化と簡素化）と②

（業務プロセスの効率化）を目指してデジタル化に力を入れている自治体

が多いという結果であった。やはり政府の「自治体ＤＸ推進計画」等を踏

まえ、まずは行政プロセスの効率化やペーパーレスの実現（電子データに

よる処理）、マイナンバーカードの活用が特に進められていると認識して

いる。また、公営企業分野を含めた、デジタル化によるサービス向上をど

のような効果として分類するかというのは課題であると感じた。ご指摘を

踏まえて検討していきたいと思う。 

 

○ 荒川区における幸福度指標を用いた調査や事業評価の例は、分権化を目指

す試みとしてのデジタル化の取組として提示いただいたものと思うが、デ

ジタル化の進展と、参加型民主主義の広がりとの関係について詳しく教え

てほしい。 

→ 「行政のデジタル化」と一言で言っても、その内容は複数に分けることが

出来ると考えており、例えば「書かない窓口」の導入やＲＰＡやＡＩを活

用した作業の効率化、全国的なシステムの標準化もあれば、デジタル化に

関する地域の総合戦略等に基づいて、人口や産業、生活の質などを一定の

指標を活用して評価し、その評価結果や Dicidim のようなデジタル技術を

活用して得た住民の意見を踏まえた事業を検討し、予算化するという取組

もある。荒川区の例で言うデジタル化は、後者による住民の利便性向上に
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分類されると考えている。しかしながら、荒川区の場合は、住民の意見を

取り入れた参加型の政策評価にデジタル技術を活用されているが、生活困

窮者に対する具体的な支援の在り方といった、ミクロレベルの検討に際し

ては、住民の方々と実際に集まって情報を共有したり、方法を考えたりと、

いわばアナログな手法も取り入れて取組を進めている。参加型民主主義、

熟議民主主義をデジタル技術により一部実現するということとは可能であ

り、実際に Dicidim のようなプラットフォームはあるわけであるが、デジ

タル技術で全て実現できるというわけではなく、またオンラインプラット

フォームをどうマネジメントするかという課題もあるのではないかと考え

ている。 

 

○ 第一次分権改革来の定義からすると、地方分権とは従来中央で行っていた

意思決定の仕組みを自治体において行うよう移すということ。その定義を

踏まえると、「デジタル化による分権」をどう説明するか、地域における

意思決定を地域住民の参加により行うということを分権と言えるのかと言

う点はやや腑に落ちない。 

→ たしかにご指摘の論点はあると思う。むしろ、分権的な意思決定をサポー

トする手法としてデジタル化の取組があるという考え方がよいのかもしれ

ない。 

 

２．「令和４年度普通会計決算の状況と自治体における財政マネジメントの 

課題」 

発表資料に基づき総務省より説明の後、質疑応答。 
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第３回地方分権に関する基本問題についての調査研究会（神野座長）  

議事概要 

 

【日時】令和５年 11 月 22日（水）18:00～20:00 

【出席者（学識委員）】 

神野座長、青木委員、池上委員、伊集委員、宇野委員、関口委員、高端委員、

古市委員 

 

【議事次第】 

１ 開会 

２ 議題 

「ドイツにおける公営企業の現状と課題」 

「地方公営企業等の現状と課題」 

３ 閉会 

 

【議事概要】 

１．「ドイツにおける公営企業の現状と課題」  

（１）説明 

発表資料に基づき、宇野委員より説明。 

  

（２）質疑応答 

〇 フランスの場合、コミューンの規模が小さく、数が多いため、複数のコミ

ューンが一緒に、包括委託手法（アフェルマージュ）をとることによって、

民間企業が水道事業を担うというのが一般化している。一方で、スウェー

デンでは 1990 年代から地方政府が 100％出資で株式会社化していく動きが

あり、ガバナンスの観点から中央政府主導で公営化という方針で落ち着い

ていった。ドイツ（ベルリン）の運営形態からして、水道事業を民間事業

者がやるとなった場合、それを担うことの出来る民間事業者がフランスの

ように国内にいるのか、それとも住民からの反発はあるものの外国資本が

入ってくるのか、特徴があれば伺えればと思う。 
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→ ドイツでは伝統的に自治体が公営企業形態で運営してきた。そのためスウ

ェーデンに近く、それを株式会社形態に転換していく動きが始まったのが 1

970 年代。90 年代まではそのような傾向が見られたが、90 年代半ばから 20

00 年代にかけて民間企業が参画する流れになり、はじめはフランス企業が

多く参入していた（ベルリンでもヴェオリア（仏）やドイツ国内の電力企

業が参入）。現在はフランス企業の大半は退出しており、地元の電力会社

が買ったり、引き継いだりしているところがある。廃棄物処理や水道事業

においても、国内企業が担っており、現在は 90 年代とは異なり、外資系が

多く参入しているとは言えないという状況になっている。 

 

〇 民営化の前後で、ベルリン水道公社に補助金は交付されているのか。また、

民営化前後で料金を比べると、民営化後に料金が上がったとのことだった

が、その上昇は住民から負担増として受け止められていたのか。サービス

の水準について民営化により何らかの問題が生じたり、逆に民営化前に不

評であったサービスの質が民営化により改善されたりといった変化はあっ

たのか。 

→ 補助金はなかなか追えていないが、基本的には独立採算制のため入ってい

ないものと考えている。ただ、貸借対照表を見ると、建設事業に充当した

であろう補助金の特別勘定があるため、下水道の建設事業に交付されてい

たのではないかはないかと考えられる。 

  料金については、90 年代に東西合わせて設備投資を進めた関係で、減価

償却費が発生する度に上昇していった。民営化した際は、2003 年まで値上

げ凍結とされたため横ばいであったが、凍結が解除された後は 2006 年まで

は上昇した（2006 年以降は上がっていない）。住民の間では、不透明な契

約によって利益保証が行われているがゆえに料金が上昇しているという話

が広がっており、会社側の否定にもかかわらず批判的な風潮であった。 

品質についてはおそらく全く問題が生じておらず、一切議論になっていな

いところ。水質の悪化など、サービスの質の観点からの住民運動はなかっ

たと認識している。 
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〇 資料 21 ページにおいて、職員数は足下では微増で、職業訓練研修生の数

も微増だが、民営化時代前半の方が多いという説明があったが、民営化時

代に職員数が多かったのは、民営化に由来した動きなのか、それとも何か

別の要因によるものなのか。日本社会の考え方を踏まえると、雇用を増や

すことができたということは、経営上も対応可能、かつ政治からも人的投

資が要請されていたからではないかとも考えられるが、そうではなく、単

純に以前の状態に戻す動きの一環でしかないという説明になるのだろうか。 

→ 料金水準はほぼ変動しておらず、変動せずとも一定の利益が確保されてい

る企業であったため、経営上も職員数を増やしても問題は生じていなかっ

た。利益率は高いまま推移している。また、職員数自体は企業の独断では

なく、州政府との契約において、雇用の増加もやるべきこととして規定さ

れており、その履行として職員数の増加が実現しているという面もある。 

ドイツにおいては大学進学者と職業訓練受講者とで教育体系が分かれてお

り、インターンシップのようなものを経験した上で就職するという教育シス

テムになっている。そのインターン生が「職業訓練生」であり、彼らを受け

入れる体制を構築し、受入れ人数を増やすというのも再公営化後の目標の一

つとなっている。人材の育成や雇用の強化は再公営化後に力を入れている事

項であると言えるだろう。 

 

〇 再公営化後の変化として、競争市場での活動の縮小は大きなポイントかと

思うが、これはイデオロギー的な話に由来するのか、それとも従前から競

争力がなく、食傷することにより経営の効率化などを図ったためなのか、

原因を教えてほしい。 

→ 後者であると考えている。1990 年代末に民営化した段階から、経営戦略

において競争市場での活動を縮小させることは謳われてていた。その背景

に、海外展開が難航していたこと、多角化によりあるグループ企業が、グ

ループ全体の黒字を上回る大赤字を叩き出してしまっていたことなどがあ

る。全く異なる事業分野への展開は経営的に上手くいかなかったため、縮

小、整理していったということかと思う。 

なお、出資比率が下げられているため表面的にはあまりみえてこないが、
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周辺地域のコンセッションを担ったり、三セクへの出資を行ったりと、事業

展開は一定程度行われている。 

 

２．「地方公営企業等の現状と課題」 

発表資料に基づき総務省より説明の後、質疑応答。 
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